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池袋本町三丁目20・21番南地区防災街区整備事業等の都市計画手続きについて 

１．地区の概要

計画地の位置 豊島区池袋本町三丁目 

20･21 番の一部 

区域面積 約０．２ｈａ 

敷地面積 約０．１３ｈａ 

用途地域 第一種住居地域／ 

第一種中高層住居専用地域

高度地区 第３種高度地区／ 

第３種高度地区 

指定容積率 ４００％／３００％ 

指定建ぺい率 ８０％／６０％ 

日影規制 無／４時間-２．５時間 

防火・準防火地域 防火／準防火（新防火） 

■建築物の状況              ■地域地区 

２．経緯 

 ・平成２７年  １月 都市計画道路補助第 73･82 号線事業認可 

 ・平成２９年６～８月 共同化意向確認 

９月 第１回まちづくり勉強会実施 

        １０月 第２回まちづくり勉強会実施 

１１月 第３回まちづくり勉強会実施 

・平成３０年  １月 第４回まちづくり勉強会実施 

         ５月 池袋本町三丁目 20･21 番地区まちづくり協議会設立 

        １１月 池袋本町三丁目 20･21 番地区防災街区整備事業準備組合設立 

400%/80%、防火、3種高度

第一種住居地域

300%/60%、準防火、3種高度

第一種中高層住居専用地域

令和元年９月１３日 

豊都計審報告１ 資料第１号 

鉄骨造

木造

施行区域

氷川神社

池袋本町三丁目

20 21

【区域図】
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３．上位計画の位置づけ 

（１）都の計画 

① 東京都市計画防災街区整備方針（平成26年 12月） 

＜防災再開発促進地区「豊.2：池袋本町・上池袋地区（約 131.3ha）」＞ 

・老朽木造住宅等の不燃化、共同・協調建替えの促進による良好な都市型住宅の供給、

地区防災施設・生活基盤施設などの防災街区の整備により、防災性向上と住環境改善

を図る。

・防災公共施設として、補助第 73･82 号線を整備する。

（２）区の計画 

① 豊島区都市づくりビジョン（平成27年 3月） 

・補助第 73･82 号線整備と合わせた沿道の不燃化・耐震化による延焼遮断帯の形成、災

害時の避難に有効な道路等の地区公共施設の整備を進める。

・池袋本町地区では、建築物の建替えと合わせて不燃化・耐震化を進めると共に、生活

道路等の整備、接道部の緑化等により、防災性の向上と住環境の改善を図る。

② 池袋本町・上池袋地区まちづくり方針（平成27年 8月） 

・補助第 82 号線沿道では、防火規制の強化や建物高さの最低限度の設定、不燃化建替

え支援策の導入により、延焼遮断機能を着実に高める。

・周辺住環境に配慮した沿道にふさわしい中層建築物の街並みを形成する。

４．防災街区整備事業による地域への貢献 

（１）池袋本町地区・本地区の課題 

・池袋本町地区は、ほぼ全域が木造住宅密集地域であり、防災面で課題を抱えている。

・その中で本地区は、老朽木造住宅等が密集し災害時の安全性や生活環境等に課題を抱え

ながら、未接道で建替えが出来ない宅地や補助第 82 号線区域に掛かるため移転先確保

の問題、狭小･不整形残地が発生する等の課題を有する地区である。

（２）防災街区整備事業による効果 

・補助第 82 号線整備と合わせた防災街区整備事業の導入により、宅地を集約し耐火建築

物を整備することで、延焼遮断帯の早期形成に貢献することができる。 

・本地区の課題の解決を図りつつ、地域の防災性の向上に寄与すると共に、道路事業に伴

う移転の受け皿機能を備えることで、地域の住民が住み続けることができるまちづく

りに貢献する。 

・本地区の事業が補助第 73･82 号線沿道のまちづくりの先導的役割を担い、他地区での

共同化・不燃化建替え等により、延焼遮断帯の形成、池袋本町地区の「燃えないまちづ

くり」の波及に寄与するものと考えられる。

５．都市計画決定等の理由 

特定防災機能の確保並びに土地の合理的かつ健全な利用を図り、都市計画道路補助第

82 号線と一体的に整備を行い、延焼遮断帯に寄与するため、防災街区整備事業の決定及

び特定防災街区整備地区の変更（追加）を行う。
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６．都市計画決定する事項及び都市計画決定（原案）の概要 

（１）新たに決定する都市計画 

 ①池袋本町三丁目20･21番南地区防災街区整備事業 

（２）変更する都市計画 

①特定防災街区整備地区 

７．今後のスケジュール 

令和元年度 

7/11   7/16    9/13    10 月       11 月     12 月 

              （本日）  

豊
島
区
都
市
計
画
審
議
会
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告
）
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島
副
都
心
開
発
調
査
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別
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告
）
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会
（
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告
）
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8．都市計画図書の概要 

（１）新たに決定する都市計画原案 

①池袋本町三丁目20･21番南地区防災街区整備事業 

・特定防災機能の確保並びに土地の合理的かつ健全な利用を図り、都市計画道路補

助第 82 号線と一体的に整備を行い、延焼遮断帯に寄与するため、防災街区整備

事業を決定する。

【決定内容】 

名 称 池袋本町三丁目 20･21 番南地区防災街区整備事業 

面 積 約 0.2ha 

公
共
施
設
の
配
置

及
び
規
模

道路

種 別 名 称 規 模 備 考

区画道路 

区画道路 

A 号 

幅員約 2.18ｍ〔全幅 4.36ｍ〕

延長約 26ｍ 
既設 

区画道路 

B 号 

幅員約 2.18ｍ〔全幅 4.36ｍ〕

延長約 68ｍ 
既設 

広場  広場 1号 約 50 ㎡ 新設 

防災施設建築物

の整備に関する

計画 

構 造 高 さ 配 列 備 考

鉄骨造、鉄筋

コンクリー

ト造、鉄骨鉄

筋コンクリ

ート造等に

よる耐火建

築物とする。

7ｍ以上、 

22ｍ以下 

建築物の外壁又はこれに代わ

る柱の面から区画道路A号及び

区画道路B号の道路境界までの

水平距離は、2ｍ以上とする。

備 考 特定防災街区整備地区内にあり。 

〈施行区域図〉【施行区域図】 
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【公共施設配置図】 

【壁面の位置の制限】 



－6－

（２）変更する都市計画原案 

 ①特定防災街区整備地区 

・池袋本町三丁目 20･21 番南地区防災街区整備事業の決定にあわせて、特定防災機

能の確保並びに土地の合理的かつ健全な利用を図るため、特定防災街区整備地区

を変更（追加）する。

【追加】 

種 類 位 置 面 積
建築物の敷地面積の 

最低限度 

壁面の位置の 

制限 

建築物の防災都

市計画施設に面

する部分の長さ

の敷地の防災都

市計画施設に接

する長さに対す

る割合の最低限

度 

建築物

の高さ

の 

最低限

度 

備 考 

特定防災街

区整備地区 

（池袋本町

三丁目 20･21

番南地区） 

豊島区池袋

本町三丁目

の 20・21 番

の一部 

約

0.2ha

100 ㎡ 

（ただし、次のいずれかに該

当する100㎡未満の土地につ

いては、その全部を一の敷地

として使用する場合は当該

敷地面積を最低限度とする。

１）当都市計画の決定告示日

において、現に建築物の敷

地として使用されている

土地 

２）当都市計画の決定告示日

において、現に存する所有

権その他の権利に基づい

て建築物の敷地として使

用する土地 

３）当都市計画の決定告示日

において、公共施設の用地

として提供したことによ

り減少した土地 

４）公共施設の用地を提供す

るために、本都市計画区域

内の他の土地に移転した

場合の移転後の土地） 

区画道路 A 号及

び区画道路 B 号

に面する敷地に

おける建築物は、

外壁又はこれに

代わる柱の面か

ら道路境界まで

の水平距離を 2

ｍ以上とする。 

7／10 7ｍ 

池 袋 本 町

三丁目 20･

21 番南地

区 防 災 街

区 整 備 事

業 施 行 区

域 
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９．池袋本町三丁目20・21番南地区防災街区整備事業の概要 

■整備方針 

■都市計画の概要 

【新たに決定する都市計画】 

  ○防災街区整備事業 

【変更する都市計画】 

  ○特定防災街区整備地区 

■想定される施設計画の概要

【施設計画概要】           

敷地面積 約 1,296㎡ 

延床面積 約 4,940㎡ 

容積対象面積 約 4,358㎡ 

建築面積 約 958㎡ 

構造 鉄筋コンクリート造 

階数 地上7階建て 

高さ 約 21.5ｍ（限度22ｍ） 

施設用途 住宅、地域サービス施設、 

駐車場 等 

住戸数 約 80戸 

計画容積率 約 336％（限度 392％） 

7階

地域ｻｰﾋﾞｽ施設

●住宅（ファミリータイプ）

＜南側ゾーン＞＜西･北側ゾーン＞

広場

●住宅（小規模タイプ）

●地域サービス施設●地域サービス施設

【池袋本町地区の課題】
○木造密集地域

・細街路が多く、木造建物等が密集

・災害時の危険度が高い

○街路事業に伴う住民の転出、地域

（ｺﾐｭﾆﾃｨ）の分断

○高齢者世帯が多い 等

【本地区の課題】
○老朽木造建物が多く災害時に危険

○未接道で建替えができない

○権利関係が複雑で建物の更新が

進まない

○街路事業に伴う移転先の問題、

狭小･不整形残地の問題 等

＜地区現況・課題＞

＜豊島区＞
「不燃化特区」の整備推進

↓

●道路整備と一体的に

進めるまちづくり
●延焼遮断帯の形成●

＜東京都＞
「木密地域不燃化

10年プロジェクト」の推進

↓
●不燃化特区の指定 ●

●補助73･82号線の整備

＜木密改善に向けた取り組み＞

地域課題・地区課題への対応 <防災街区整備事業>
を活用したまちづくり

建物の不燃化・
耐震化

＜当地区の整備方針＞

延焼遮断帯の
形成

住宅整備

●住み続けることができる

まちづくり

道路事業に伴う
受け皿づくり(優先分譲）

●地域の防災性の強化

【イメージパース】

【断面構成】 

【広場イメージ】 

防災公共施設
（防災都市計画施設）

防災施設建築物の整備

壁面後退による歩行者空間の整備

補助第82号線と一体となった

延焼遮断帯の形成

広場の整備

【地区整備方針図】


